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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の書き込み電流が流れる第１の配線と、
　前記第１の配線の上方に前記第１の配線と離間して設けられ、第２の書き込み電流が流
れる第２の配線と、
　前記第１及び第２の配線間に配置され、前記第１の配線の上面に接して配置され、固定
層と前記第１及び第２の書き込み電流の少なくとも一方に応じて磁化の向きが変わる記録
層と前記固定層及び前記記録層との間に設けられた非磁性層とを有する磁気抵抗効果素子
と、
　前記磁気抵抗効果素子上に配置され、前記磁気抵抗効果素子と積層して一体に形成され
た金属層と、
　前記金属層、前記磁気抵抗効果素子及び前記第１の配線の側面に設けられた第１のサイ
ド絶縁膜と、
　前記第１のサイド絶縁膜の側面と接して形成された第１のコンタクトと、
　前記金属層及び前記第１のコンタクト上に配置され、前記磁気抵抗効果素子と前記第１
のコンタクトとを電気的に接続する第３の配線と、
　前記第１のサイド絶縁膜を介して、前記金属層、前記磁気抵抗効果素子及び前記第１の
配線を覆う層間絶縁膜と、
　を具備し、
　前記第１のサイド絶縁膜の材料は、前記層間絶縁膜の材料と異なる、
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　ことを特徴とする磁気ランダムアクセスメモリ。
【請求項２】
　半導体基板と、
　前記半導体基板上に形成されたゲート電極と、
　前記半導体基板内のゲート電極の両側にそれぞれ設けられた第１及び第２の拡散層と、
　前記ゲート電極の側面に形成された第２のサイド絶縁膜と、
　前記第２のサイド絶縁膜の側面と接する側面を有し、前記第１のコンタクト及び前記第
１の拡散層に接続された第２のコンタクトと
　をさらに具備することを特徴とする請求項１に記載の磁気ランダムアクセスメモリ。
【請求項３】
　前記金属層の上面に形成された第１のトップ絶縁膜と、
　前記第１のトップ絶縁膜を貫通し、前記金属層と前記第３の配線とに接続された第２の
コンタクトと
　をさらに具備することを特徴とする請求項１に記載の磁気ランダムアクセスメモリ。
【請求項４】
　半導体基板上にスイッチング素子を形成する工程と、
　前記スイッチング素子の上方に、第１の書き込み電流が流れる第１の配線を形成する工
程と、
　前記第１の配線上に、固定層と記録層と前記固定層及び前記記録層との間に設けられた
非磁性層とを有する磁気抵抗効果素子を形成する工程と、
　前記磁気抵抗効果素子上に金属層を形成する工程と、
　前記第１の配線、前記磁気抵抗効果素子及び前記金属層の側面に第１のサイド絶縁膜を
形成する工程と、
　前記金属層を覆い、前記第１のサイド絶縁膜の材料とは異なる材料が用いられる第１の
層間絶縁膜を形成する工程と、
　前記第１の層間絶縁膜を平坦化し、前記金属層を露出させる工程と、
　前記第１のサイド絶縁膜の一部を露出するコンタクトホールを形成する工程と、
　前記コンタクトホール内に前記スイッチング素子に接続する第１のコンタクトを形成す
る工程と、
　前記第１のコンタクト及び前記金属層上に第２の配線を形成し、前記第２の配線で前記
金属層と前記スイッチング素子とを電気的に接続する工程と、
　前記第２の配線上に第２の層間絶縁膜を形成する工程と、
　前記第２の層間絶縁膜上に、第２の書き込み電流が流れる第３の配線を形成する工程と
　を具備することを特徴とする磁気ランダムアクセスメモリの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、磁気抵抗（Magneto Resistive）効果を利用した磁気ランダムアクセスメモ
リ（ＭＲＡＭ：Magnetic Random Access Memory）及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、新たな原理により情報を記憶するメモリが数多く提案されている。そのうちの一
つに、Roy Scheuerlein et. Al.によって提案されたトンネル型磁気抵抗（ＴＭＲ：Tunne
ling Magneto Resistive）効果を利用した磁気ランダムアクセスメモリがある（例えば、
非特許文献１参照）。
【０００３】
　磁気ランダムアクセスメモリは、ＭＴＪ（Magnetic Tunnel Junction）素子により、“
１”、“０”－情報を記憶する。ＭＴＪ素子は、２つの磁性層（強磁性層）により絶縁層
（トンネルバリア）を挟んだ構造を有する。ＭＴＪ素子に記憶される情報は、２つの磁性
層のスピンの向きが平行か又は反平行かによって判断される。
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【０００４】
　ＭＴＪ素子に書き込まれたデータを読み出す場合、このＭＴＪ素子に直列にスイッチ素
子を接続し、選択されたリードワード線に接続されるスイッチ素子のみをオン状態として
電流経路を作る。その結果、選択されたＭＴＪ素子のみに電流が流れるため、そのＭＴＪ
素子のデータを読み出すことができる。
【０００５】
　スイッチ素子としてＭＯＳＦＥＴを用いた場合、ＭＴＪ素子の短辺（磁化困難軸方向の
幅）をＦ（Feature size）、長辺（磁化容易軸方向の幅）を２Ｆとすると、セルサイズは
１２Ｆ２となる。従って、磁気ランダムアクセスメモリのセルサイズは、ＤＲＡＭやフラ
ッシュメモリに対して大きい。そこで、容易軸書き込みのビット線をＭＴＪ素子の下部に
配置して、かつＭＴＪ素子の下部電極とこの下部電極のコンタクトのフリンジをセルファ
ラインにすれば、セルサイズは１０Ｆ２となる。しかしながら、セルサイズの微細化がま
だ不十分であった。
【非特許文献１】Roy Scheuerlein et. Al, ISSCC2000 Technical Digest p.128, 「A 10
ns Read and Write Non-Volatile Memory Array Using a Magnetic Tunnel Junction and
 FET Switch in each Cell」
【特許文献１】特開2005-175375号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、セルサイズの微細化を図ることが可能な磁気ランダムアクセスメモリ及びそ
の製造方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の視点による磁気ランダムアクセスメモリは、第１の書き込み電流が流れ
る第１の配線と、前記第１の配線の上方に前記第１の配線と離間して設けられ、第２の書
き込み電流が流れる第２の配線と、前記第１及び第２の配線間に配置され、前記第１の配
線の上面に接して配置され、固定層と前記第１及び第２の書き込み電流の少なくとも一方
によって磁化の向きが変わる記録層と前記固定層及び前記記録層との間に設けられた非磁
性層とを有する磁気抵抗効果素子と、前記磁気抵抗効果素子上に配置され、前記磁気抵抗
効果素子と積層して一体に形成された金属層と、前記金属層、前記磁気抵抗効果素子及び
前記第１の配線の側面に設けられた第１のサイド絶縁膜と、前記第１のサイド絶縁膜の側
面と接して形成された第１のコンタクトと、前記金属層及び前記第１のコンタクト上に配
置され、前記磁気抵抗効果素子と前記第１のコンタクトとを電気的に接続する第３の配線
と、前記第１のサイド絶縁膜を介して、前記金属層、前記磁気抵抗効果素子及び前記第１
の配線を覆う層間絶縁膜と、を具備し、前記第１のサイド絶縁膜の材料は、前記層間絶縁
膜の材料と異なる。
【０００９】
　本発明の第２の視点による磁気ランダムアクセスメモリの製造方法は、半導体基板上に
スイッチング素子を形成する工程と、前記スイッチング素子の上方に、第１の書き込み電
流が流れる第１の配線を形成する工程と、前記第１の配線上に、固定層と記録層と前記固
定層及び前記記録層との間に設けられた非磁性層とを有する磁気抵抗効果素子を形成する
工程と、前記磁気抵抗効果素子上に金属層を形成する工程と、前記第１の配線、前記磁気
抵抗効果素子及び前記金属層の側面に第１のサイド絶縁膜を形成する工程と、前記金属層
を覆い、前記第１のサイド絶縁膜の材料とは異なる材料が用いられる第１の層間絶縁膜を
形成する工程と、前記第１の層間絶縁膜を平坦化し、前記金属層を露出させる工程と、前
記第１のサイド絶縁膜の一部を露出するコンタクトホールを形成する工程と、前記コンタ
クトホール内に前記スイッチング素子に接続する第１のコンタクトを形成する工程と、前
記第１のコンタクト及び前記金属層上に第２の配線を形成し、前記第２の配線で前記金属
層と前記スイッチング素子とを電気的に接続する工程と、前記第２の配線上に第２の層間
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絶縁膜を形成する工程と、前記第２の層間絶縁膜上に、第２の書き込み電流が流れる第３
の配線を形成する工程とを具備する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、セルサイズの微細化を図ることが可能な磁気ランダムアクセスメモリ
及びその製造方法を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明の実施の形態を以下に図面を参照して説明する。この説明に際し、全図にわたり
、共通する部分には共通する参照符号を付す。
【００１２】
　［１］第１の実施形態
　［１－１］磁気ランダムアクセスメモリの基本例
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る磁気ランダムアクセスメモリの基本例の断面図
を示す。図２（ａ）は、本発明の第１の実施形態に係るＭＴＪ素子の周辺の平面図を示す
。図２（ｂ）は、本発明の第１の実施形態に係るゲート電極の周辺の平面図を示す。以下
に、第１の実施形態に係る磁気ランダムアクセスメモリの基本例について説明する。
【００１３】
　図１に示すように、半導体基板１１上にゲート絶縁膜１２を介してゲート電極１３が形
成されている。このゲート電極１３の両側の半導体基板１１内にはソース・ドレイン拡散
層１５が形成され、スイッチング素子としてのＭＯＳ（Metal Oxide Semiconductor）ト
ランジスタＴｒが形成されている。ここで、ゲート電極１３の側面にはサイド絶縁膜１６
が形成され、ゲート電極１３の上面にはトップ絶縁膜１４が形成されている。ゲート電極
１３は、読み出しワード線ＲＷＬとして機能する。
【００１４】
　ソース・ドレイン拡散層１５にはコンタクト１８が接続されている。このコンタクト１
８は、ゲート電極１３及びサイド絶縁膜１６と自己整合的に形成されている。従って、コ
ンタクト１８は、サイド絶縁膜１６の側面と直接接している。コンタクト１８の一部は、
サイド絶縁膜１６上に乗り上げている。
【００１５】
　ゲート電極１３の上方にはビット線ＢＬが形成されている。このビット線ＢＬ上にＭＴ
Ｊ素子ＭＴＪが形成されている。このＭＴＪ素子ＭＴＪ上に例えば導電性のハードマスク
ＨＭ（金属層）がＭＴＪ素子ＭＴＪと積層で一体に形成されている。ハードマスクＨＭの
平面形状は、例えばＭＴＪ素子ＭＴＪの平面形状と同じである。ＭＴＪ素子ＭＴＪの磁化
容易軸方向の側面は、ハードマスクＨＭ及びビット線ＢＬの側面と一致している。ハード
マスクＨＭの前記側面、ＭＴＪ素子ＭＴＪの磁化容易軸方向の前記側面及びビット線ＢＬ
の前記側面には、サイド絶縁膜２４が形成されている。
【００１６】
　ハードマスクＨＭ上には配線２７が形成されている。この配線２７の下にはコンタクト
２６が形成されている。コンタクト２６は、ハードマスクＨＭ、ＭＴＪ素子ＭＴＪ、ビッ
ト線ＢＬ及びサイド絶縁膜２４と自己整合的に形成されている。従って、コンタクト２６
は、サイド絶縁膜２４の側面と直接接している。コンタクト２６の一部は、サイド絶縁膜
２４上に乗り上げている。配線２７における磁化容易軸方向の一方の側面はコンタクト２
６の側面と一致し、他方の側面はサイド絶縁膜２４の側面と一致している。そして、配線
２７と離間して、ＭＴＪ素子ＭＴＪの上方には書き込みワード線ＷＷＬが形成されている
。
【００１７】
　ハードマスクＨＭの材料は、例えば、酸化されても導電性を有する金属（例えば、Ｒｕ
）、酸化されても比較的安定した導電性を有する高融点金属（例えば、Ｔａ、Ｔｉ、Ｗ）
、耐酸化性に優れた高融点金属化合物（例えば、ＴｉＮ、ＴａＮ、ＷＮ）などが望ましい
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。
【００１８】
　サイド絶縁膜２４の材料は、層間絶縁膜２５の材料と異なることが望ましい。コンタク
ト２６の形成時における両者のエッチング選択比を高めるためである。例えば、層間絶縁
膜２５をＳｉＯ２膜（シリコン酸化膜）で形成した場合、サイド絶縁膜２４はＳｉＮ膜（
シリコン窒化膜）又はＡｌｘＯｙ膜（アルミナ膜）で形成するとよい。
【００１９】
　サイド絶縁膜１６及びトップ絶縁膜１４の材料は、層間絶縁膜１７の材料と異なること
が望ましい。コンタクト１８の形成時におけるエッチング選択比を高めるためである。例
えば、層間絶縁膜１７をＳｉＯ２膜で形成した場合、サイド絶縁膜１６及びトップ絶縁膜
１４はＳｉＮ膜又はＡｌｘＯｙ膜で形成するとよい。尚、サイド絶縁膜１６とトップ絶縁
膜１４とは、材料の密着性等を鑑みると同じ材料が望ましいが、異なる材料でもよい。
【００２０】
　トップ絶縁膜１４の膜厚Ｔｔ１は、サイド絶縁膜１６の膜厚Ｔｓ１よりも厚いことが望
ましい。これは、コンタクト１８の形成時のエッチングによりゲート電極１３の上端部等
が削れることを、トップ絶縁膜１４で十分に防止するためである。
【００２１】
　トップ絶縁膜１４の膜厚Ｔｔ１とサイド絶縁膜１６の膜厚Ｔｓ１との関係は、例えば、
Ｔｔ１×１／３≦Ｔｓ１≦Ｔｔ１×１／２を満たすことが望ましい。ここで、下限値は、
主にコンタクト１８の形成時のエッチング選択比と絶縁耐圧とに基づいて規定される。上
限値は、コンタクト１８の形成時のエッチングの際、コンタクトホールの最低限の幅（特
にコンタクトホールホールのサイドの幅）が確保できるように規定される。
【００２２】
　サイド絶縁膜１６の膜厚は、例えば１０ｎｍから５０ｎｍ程度である。サイド絶縁膜２
４の膜厚は、例えば１０ｎｍから５０ｎｍ程度である。このサイド絶縁膜１６、２４の膜
厚は、エッチング時のダメージ吸収と絶縁耐圧により調整される。
【００２３】
　図３乃至図９は、本発明の第１の実施形態に係る磁気ランダムアクセスメモリの基本例
の製造工程の断面図を示す。以下に、第１の実施形態に係る磁気ランダムアクセスメモリ
の基本例の製造方法について説明する。
【００２４】
　まず、図３に示すように、半導体基板（例えばシリコン基板）１１内にＳＴＩ（Shallo
w Trench Isolation）構造の素子分離領域ＳＴＩが形成される。次に、半導体基板１１上
にゲート絶縁膜１２が形成され、このゲート絶縁膜１２上に例えばポリシリコンからなる
ゲート電極１３が形成される。そして、このゲート電極１３上にトップ絶縁膜１４が形成
される。このトップ絶縁膜１４は、例えばＳｉＮ膜からなる。その後、ゲート絶縁膜１２
、ゲート電極１３及びトップ絶縁膜１４が所望形状にパターニングされる。そして、半導
体基板１１内にソース・ドレイン拡散層１５が形成される。ここで、ゲート電極１３は、
例えば読み出しワード線ＲＷＬとして機能する。
【００２５】
　次に、図４に示すように、半導体基板１１及びトップ絶縁膜１４上にサイド絶縁膜１６
が形成され、このサイド絶縁膜１６がゲート絶縁膜１２、ゲート電極１３及びトップ絶縁
膜１４の側面に残るようにパターニングされる。サイド絶縁膜１６は、例えばＳｉＮ膜か
らなる。
【００２６】
　次に、図５に示すように、半導体基板１１及びトップ絶縁膜１４上に例えばＳｉＯ２膜
からなる層間絶縁膜１７が形成される。次に、例えばＲＩＥ（Reactive Ion Etching）に
より層間絶縁膜１７内にコンタクトホールが形成され、このコンタクトホール内を例えば
Ｗ（タングステン）で埋め込むことによりコンタクト１８が形成される。ここで、コンタ
クトホールをサイド絶縁膜１６の側面を露出するように開孔することで、コンタクト１８
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をサイド絶縁膜１６及びゲート電極１３と自己整合的に形成できる。
【００２７】
　次に、図６に示すように、コンタクト１８に接続する配線１９が形成され、この配線１
９が層間絶縁膜２０で埋め込まれる。そして、配線１９が露出するまで層間絶縁膜２０が
平坦化される。次に、配線１９及び層間絶縁膜２０上に例えばＳｉＯ２膜からなる層間絶
縁膜２１が形成され、この層間絶縁膜２１上に例えばＡｌＣｕからなる配線２２が形成さ
れる。そして、この配線２２上にＭＴＪ素子膜２３及びハードマスクＨＭが形成される。
次に、ハードマスクＨＭがパターニングされた後、配線２２及びＭＴＪ素子膜２３が所望
形状にパターニングされる。これにより、ビット線ＢＬ及びＭＴＪ素子ＭＴＪが形成され
る。
【００２８】
　次に、図７に示すように、ビット線ＢＬ、ＭＴＪ素子ＭＴＪ及びハードマスクＨＭの側
面にサイド絶縁膜２４が形成される。このサイド絶縁膜２４は、例えばＳｉＮ膜からなる
。
【００２９】
　次に、図８に示すように、例えばＳｉＯ２膜からなる層間絶縁膜２５が形成され、ハー
ドマスクＨＭが覆われる。そして、ハードマスクＨＭが露出するまで層間絶縁膜２５が平
坦化される。その後、例えばＲＩＥにより層間絶縁膜２１、２５内にコンタクトホールが
形成され、サイド絶縁膜２４の一部が露出される。この際、コンタクトホールの開口によ
り、ハードマスクＨＭの一部が露出する場合もある。そして、コンタクトホール内を例え
ばＷで埋め込むことにより、コンタクト２６が形成される。このコンタクト２６は配線１
９に接続される。
【００３０】
　ここで、サイド絶縁膜２４（例えばＳｉＮ膜）と層間絶縁膜２５（例えばＳｉＯ２膜）
とを異なる材料で形成することで、両者のエッチング選択比は高い。そして、コンタクト
ホールを、サイド絶縁膜２４の側面を露出するように開孔し、ＭＴＪ素子ＭＴＪに隣接し
て形成する。これにより、コンタクト２６を、サイド絶縁膜２４、ビット線ＢＬ、ＭＴＪ
素子ＭＴＪ及びハードマスクＨＭと自己整合的に形成できる。
【００３１】
　次に、図９に示すように、ハードマスクＨＭ及びコンタクト２６上に配線２７が形成さ
れ、所望形状にパターニングされる。この配線２７により、ハードマスクＨＭとトランジ
スタＴｒとが電気的に接続される。
【００３２】
　最後に、図１に示すように、配線２７が層間絶縁膜２８で埋め込まれ、この層間絶縁膜
２８上に所望形状の配線２９が形成される。この配線２９は、書き込みワード線ＷＷＬと
して機能する。
【００３３】
　［１－２］磁気ランダムアクセスメモリの変形例
　図１０は、本発明の第１の実施形態に係る磁気ランダムアクセスメモリの変形例の断面
図を示す。以下に、第１の実施形態に係る磁気ランダムアクセスメモリの変形例について
説明する。
【００３４】
　図１０に示すように、ハードマスクＨＭと配線２７は、直接接していることに限定され
ず、コンタクト３２を介して接続されていてもよい。この場合、ハードマスクＨＭの上面
にはトップ絶縁膜３１を設けておくことが望ましい。コンタクト２６の形成時にハードマ
スクＨＭ及びＭＴＪ素子ＭＴＪの一部が削れることを防止するためである。
【００３５】
　ここで、トップ絶縁膜３１とサイド絶縁膜２４は、これらの周囲の層間絶縁膜２１、２
５とエッチング選択比の高い材料が望ましい。従って、層間絶縁膜２１、２５が例えばＳ
ｉＯ２膜で形成されている場合、トップ絶縁膜３１とサイド絶縁膜２４は例えばＳｉＮ膜
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又はＡｌｘＯｙ膜で形成するとよい。尚、トップ絶縁膜３１とサイド絶縁膜２４とは、材
料の密着性等を鑑みると同じ材料を用いることが望ましいが、異なる材料の組み合わせで
もよい。
【００３６】
　トップ絶縁膜３１は、サイド絶縁膜２４よりも厚いことが望ましい。これは、コンタク
ト２６の形成時のエッチングによりハードマスクＨＭ及びＭＴＪ素子ＭＴＪの上端部等が
削れることを、トップ絶縁膜３１で十分に防止するためである。
【００３７】
　図１１及び図１２は、本発明の第１の実施形態に係る磁気ランダムアクセスメモリの変
形例の製造工程の断面図を示す。以下に、第１の実施形態に係る磁気ランダムアクセスメ
モリの変形例の製造方法について説明する。
【００３８】
　まず、上述した図３乃至図５の工程を経た後、図１１に示すように、コンタクト１８に
接続する配線１９が形成され、この配線１９が層間絶縁膜２０で埋め込まれる。そして、
配線１９が露出するまで層間絶縁膜２０が平坦化される。次に、配線１９及び層間絶縁膜
２０上に層間絶縁膜２１が形成され、この層間絶縁膜２１上に例えばＡｌＣｕからなる配
線２２が形成される。この配線２２上にＭＴＪ素子膜２３が形成され、このＭＴＪ素子膜
２３上にハードマスクＨＭが形成される。そして、ハードマスクＨＭ上にトップ絶縁膜３
１が形成される。このトップ絶縁膜３１は、例えばＳｉＮ膜からなる。その後、配線２２
、ＭＴＪ素子膜２３、ハードマスクＨＭ及びトップ絶縁膜３１が所望形状にパターニング
される。これにより、ビット線ＢＬ及びＭＴＪ素子ＭＴＪが形成される。そして、ビット
線ＢＬ、ＭＴＪ素子ＭＴＪ、ハードマスクＨＭ及びトップ絶縁膜３１の側面にサイド絶縁
膜２４が形成される。このサイド絶縁膜２４は、例えばＳｉＮ膜からなる。
【００３９】
　次に、図１２に示すように、例えばＳｉＯ２膜からなる層間絶縁膜２５が形成される。
そして、層間絶縁膜２５がＲＩＥで選択的に除去され、さらにトップ絶縁膜３１がＲＩＥ
で選択的に除去される。これにより、ハードマスクＨＭを露出するコンタクトホールが形
成される。このコンタクトホールがＷ等で埋め込まれ、ＭＴＪ素子ＭＴＪに接続するコン
タクト３２が形成される。その後は、上記同様、コンタクト２６、配線２７、書き込みワ
ード線ＷＷＬが順に形成される。
【００４０】
　以上のような変形例によれば、図１の構造と同様の効果が得られるだけでなく、コンタ
クト３２を形成することで、次のような効果も得ることができる。変形例では、ＭＴＪ素
子ＭＴＪ（ハードマスクＨＭ）と配線２７との接触面積を図１の構造よりも小さくできる
ため、応力の影響が緩和され、磁気的に設計し易くなる。また、配線２７の加工時にＭＴ
Ｊ素子ＭＴＪに与えるエッチングダメージを抑制できる。
【００４１】
　［１－３］ＭＴＪ素子
　（１）構造
　図１３は、本発明の第１の実施形態に係るＭＴＪ素子の断面図を示す。以下に、ＭＴＪ
素子について説明する。
【００４２】
　図１３に示すように、ＭＴＪ素子ＭＴＪは、磁化が一軸方向に固定された固定層ＰＦ、
磁化が反転する記録層ＦＦ、固定層ＰＦ及び記録層ＦＦに挟まれた非磁性層ＮＦ、固定層
ＰＦの磁化を固定する反強磁性層（図示せず）を有する。
【００４３】
　固定層ＰＦ及び記録層ＦＦは、図示するような単層に限定されない。例えば、固定層Ｐ
Ｆ及び記録層ＦＦは、複数の強磁性層からなる積層膜でもよい。固定層ＰＦ及び記録層Ｆ
Ｆの少なくとも一方は、第１の強磁性層／非磁性層／第２の強磁性層の３層からなり、第
１及び第２の強磁性層の磁化方向が反平行状態となるように磁気結合（層間交換結合）し
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た反強磁性結合構造であってもよいし、第１及び第２の強磁性層の磁化方向が平行状態と
なるように磁気結合（層間交換結合）した強磁性結合構造であってもよい。
【００４４】
　非磁性層ＮＦは、図示するような１層の非磁性層からなるシングルジャンクション構造
に限定されない。例えば、ＭＴＪ素子ＭＴＪは、非磁性層を２層有するダブルジャンクシ
ョン構造であってもよい。このダブルジャンクション構造のＭＴＪ素子ＭＴＪは、第１の
固定層と、第２の固定層と、第１及び第２の固定層間に設けられた記録層と、第１の固定
層及び記録層間に設けられた第１の非磁性層と、第２の固定層及び記録層間に設けられた
第２の非磁性層とを有する。
【００４５】
　ＭＴＪ素子ＭＴＪの平面形状は、長方形に限定されない。例えば、ＭＴＪ素子ＭＴＪの
平面形状は、楕円、円、六角形、菱型、平行四辺形、十字型、ビーンズ型（凹型）等種々
変更可能である。但し、セルサイズの縮小の観点に鑑みれば、ＭＴＪ素子ＭＴＪの平面形
状は、Ｆ（短辺）×２Ｆ（長辺）の長方形が望ましい。
【００４６】
　ＭＴＪ素子ＭＴＪにおける固定層ＰＦ、非磁性層ＮＦ及び記録層ＦＦは、例えば一括加
工されて同じ平面形状となっているが、これに限定されない。例えば、固定層ＰＦ及び非
磁性層ＮＦは四角形にし、記録層ＦＦのみ十字形状にしてもよい。
【００４７】
　（２）材料
　固定層ＰＦ及び記録層ＦＦの材料には、次のような強磁性材料が用いられる。例えば、
Ｆｅ，Ｃｏ，Ｎｉ、それらの積層膜、又はそれらの合金、スピン分極率の大きいマグネタ
イト、ＣｒＯ２，ＲＸＭｎＯ３－Ｙ（Ｒ；希土類、Ｘ；Ｃａ，Ｂａ，Ｓｒ）等の酸化物の
他、ＮｉＭｎＳｂ，ＰｔＭｎＳｂ等のホイスラー合金等を用いることが好ましい。また、
これら磁性体には、強磁性を失わないかぎり、Ａｇ，Ｃｕ，Ａｕ，Ａｌ，Ｍｇ，Ｓｉ，Ｂ
ｉ，Ｔａ，Ｂ，Ｃ，Ｏ，Ｎ，Ｐｄ，Ｐｔ，Ｚｒ，Ｉｒ，Ｗ，Ｍｏ，Ｎｂ等の非磁性元素が
多少含まれていてもよい。
【００４８】
　非磁性層ＮＦの材料には、例えば、Ａｌ２Ｏ３，ＳｉＯ２，ＭｇＯ，ＡｌＮ，Ｂｉ２Ｏ

３，ＭｇＦ２，ＣａＦ２，ＳｒＴｉＯ２，ＡｌＬａＯ３等の様々な誘電体を使用すること
ができる。これらの誘電体には、酸素、窒素、フッ素欠損が存在していてもかまわない。
【００４９】
　ここで、非磁性層ＮＦとしてＭｇＯ（酸化マグネシウム）、ＡｌＯ（酸化アルミニウム
、例えばＡｌ２Ｏ３）等の絶縁体が用いられた場合、ＭＴＪ素子ＭＴＪはＴＭＲ（Tunnel
ing Magneto Resistive）効果を有する。非磁性層ＮＦとしてＣｕ、Ｐｔ等の金属が用い
られた場合、ＭＴＪ素子ＭＴＪはＧＭＲ（Giant Magneto Resistive）効果を有する。
【００５０】
　（３）磁化配置
　図１４（ａ）及び（ｂ）、図１５（ａ）及び（ｂ）は、本発明の第１の実施形態に係る
ＭＴＪ素子の平行又は反平行の磁化配置の図を示す。
【００５１】
　図１４（ａ）及び図１５（ａ）に示すように、ＭＴＪ素子ＭＴＪの固定層ＰＦ及び記録
層ＦＦの磁化方向が平行（同じ向き）となった場合、非磁性層ＮＦのトンネル抵抗は最も
低くなる。この状態を、例えば“１”状態とする。
【００５２】
　一方、図１４（ｂ）及び図１５（ｂ）に示すように、ＭＴＪ素子ＭＴＪの固定層ＰＦ及
び記録層ＦＦの磁化方向が反平行（逆向き）となった場合、非磁性層ＮＦのトンネル抵抗
は最も高くなる。この状態を、例えば“０”状態とする。
【００５３】
　尚、固定層ＰＦ及び記録層ＦＦの磁化の安定方向は、図１４（ａ）及び（ｂ）のように
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、膜面に対して平行な方向である平行磁化型でもよいし、図１５（ａ）及び（ｂ）に示す
ように、膜面に対して垂直な方向である垂直磁化型でもよい。
【００５４】
　［１－４］書き込み方法
　（１）磁場書き込み
　書き込み方法として磁場書き込みを採用する場合、ＭＴＪ素子ＭＴＪへのデータ書き込
みは次のように行われる。
【００５５】
　選択セルのＭＴＪ素子ＭＴＪに対応するビット線ＢＬ及び書き込みワード線ＷＷＬがそ
れぞれ選択され、この選択されたビット線ＢＬ及び書き込みワード線ＷＷＬに書き込み電
流をそれぞれ流す。この書き込み電流により発生した合成磁場をＭＴＪ素子ＭＴＪに印加
することで、ＭＴＪ素子ＭＴＪの磁化が平行又は反平行となる。
【００５６】
　例えば、書き込みワード線ＷＷＬの書き込み電流は一方向に流れ、ビット線ＢＬの書き
込み電流は両方向に流れる。この場合、ビット線ＢＬに流れる書き込み電流の向きを変え
ることで、ＭＴＪ素子ＭＴＪの記録層の磁化の向きを変える。尚、書き込みワード線ＷＷ
Ｌの書き込み電流が両方向に流れてもよい。
【００５７】
　（２）スピン注入書き込み
　図１４（ａ）及び（ｂ）を用いて、スピン注入書き込みについて説明する。尚、電子ｅ
１、ｅ２の流れる方向と電流の流れる方向とは勿論逆である。
【００５８】
　まず、図１４（ａ）に示すように、書き込み電流を固定層ＰＦから記録層ＦＦへ流すと
、スピン偏極した電子（以下、スピン偏極電子と称す）ｅ１は記録層ＦＦから固定層ＰＦ
へ流れ、固定層ＰＦと平行なスピンを持つ電子は透過し、反平行のスピンを持つ電子が反
射され、結果として、記録層ＦＦの磁化方向と固定層ＰＦの磁化方向が反平行磁化配置と
なる。
【００５９】
　一方、図１４（ｂ）に示すように、書き込み電流を記録層ＦＦから固定層ＰＦへ流すと
、スピン偏極電子ｅ２は固定層ＰＦから記録層ＦＦへ注入され、固定層ＰＦの磁化方向と
記録層ＦＦの磁化方向２１が平行磁化配置となる。
【００６０】
　尚、ＭＴＪ素子ＭＴＪへのデータ書き込みは、（１）磁場書き込みと（２）スピン注入
書き込みとを組み合わせることも可能である。
【００６１】
　［１－５］読み出し方法
　ＭＴＪ素子ＭＴＪのデータ読み出しは、ビット線ＢＬと読み出しワード線ＲＷＬ間に電
圧（又は電流）を印加し、電流（又は電圧）をセンスアンプ（図示せず）で検出すること
によって、ＭＴＪ素子ＭＴＪの“１”、“０”状態を判別する。
【００６２】
　ここで、ＭＴＪ素子ＭＴＪの磁化配置が平行状態（例えば“１”状態）の場合は低抵抗
となり、反平行状態（例えば“０”状態）の場合は高抵抗となる。従って、この抵抗値の
違いを読み取ることで、ＭＴＪ素子の“１”、“０”の判別が可能である。
【００６３】
　［１－６］効果
　上記第１の実施形態によれば、ＭＴＪ素子ＭＴＪとスイッチング素子とをつなぐコンタ
クト２６をビット線ＢＬ及びＭＴＪ素子ＭＴＪに対して自己整合的に形成することで、コ
ンタクト２６がビット線ＢＬ及びＭＴＪ素子ＭＴＪのサイド絶縁膜２４と直接接する構造
を実現する。つまり、ＭＴＪ素子ＭＴＪとＭＯＳトランジスタＴｒとを接続するコンタク
ト２６をＭＴＪ素子ＭＴＪと隣接して配置でき、セルサイズを縮小できる。具体的には、
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図２（ａ）に示すように、ＭＴＪ素子ＭＴＪの短辺（磁化困難軸方向の幅）をＦ（Featur
e size）、長辺（磁化容易軸方向の幅）を２Ｆとすると、２Ｆ×４Ｆ＝８Ｆ２のセルが実
現でき、セルサイズの微細化を図ることができる。
【００６４】
　［２］第２の実施形態
　第１の実施形態は、ＭＴＪ素子の横にスイッチング素子につながるコンタクトを配置し
たのに対し、第２の実施形態は、ＭＴＪ素子の下方にスイッチング素子につながるコンタ
クトを配置することで、セルサイズの更なる微細化を図っている。
【００６５】
　［２－１］磁気ランダムアクセスメモリの基本例
　図１６は、本発明の第２の実施形態に係る磁気ランダムアクセスメモリの基本例の断面
図を示す。図１７（ａ）は、本発明の第２の実施形態に係るＭＴＪ素子の周辺の平面図を
示す。図１７（ｂ）は、本発明の第２の実施形態に係るゲート電極の周辺の平面図を示す
。以下に、第２の実施形態に係る磁気ランダムアクセスメモリの基本例について説明する
。
【００６６】
　図１６に示すように、第２の実施形態において、第１の実施形態と異なる点は、以下の
ようなＭＴＪ素子ＭＴＪの周辺の構造である。
【００６７】
　ＭＯＳトランジスタＴｒのソース・ドレイン拡散層１５につながるコンタクト２６上に
配線２７が形成され、この配線２７の上面に接してＭＴＪ素子ＭＴＪが形成されている。
ＭＴＪ素子ＭＴＪは配線２７と同じ平面形状を有する。ＭＴＪ素子ＭＴＪの磁化容易軸方
向の側面は配線２７の磁化容易軸方向の側面と一致し、ＭＴＪ素子ＭＴＪの磁化困難軸方
向の側面は配線２７の磁化困難軸方向の側面と一致する。ＭＴＪ素子ＭＴＪ上にはハード
マスクＨＭが形成され、このハードマスクＨＭ上にビット線ＢＬが設けられている。
【００６８】
　ＭＴＪ素子ＭＴＪの下方には、書き込みワード線ＷＷＬが配線２７と離間して配置され
ている。この書き込みワード線ＷＷＬの磁化容易軸方向の側面にはサイド絶縁膜４２が設
けられ、書き込みワード線ＷＷＬの上面にはトップ絶縁膜４１が設けられている。コンタ
クト２６は、書き込みワード線ＷＷＬ及びサイド絶縁膜４２と自己整合的に形成されてい
る。従って、コンタクト２６は、サイド絶縁膜４２の側面と直接接している。コンタクト
２６の一部は、サイド絶縁膜４２上に乗り上げている。
【００６９】
　ＭＯＳトランジスタＴｒのソース・ドレイン拡散層１５に接続されたコンタクト１８の
うちソース側のコンタクト１８は、隣り合うＭＯＳトランジスタＴｒで共有している。従
って、隣り合うゲート電極１３間の距離は、コンタクト１８の幅とサイド絶縁膜１６の膜
厚の合計程度となる。
【００７０】
　サイド絶縁膜４２及びトップ絶縁膜４１の材料は、層間絶縁膜２５の材料と異なること
が望ましい。コンタクト２６の形成時における両者のエッチング選択比を高めるためであ
る。例えば、層間絶縁膜２５をＳｉＯ２膜で形成した場合、サイド絶縁膜４２及びトップ
絶縁膜４１はＳｉＮ膜又はＡｌｘＯｙ膜で形成するとよい。尚、トップ絶縁膜４１とサイ
ド絶縁膜４２とは、材料の密着性等を鑑みると同じ材料を用いることが望ましいが、異な
る材料の組み合わせでもよい。
【００７１】
　サイド絶縁膜４２の膜厚Ｔｓ２は、例えば１０ｎｍ～５０ｎｍ程度である。このサイド
絶縁膜４２の膜厚Ｔｓ２は、トップ絶縁膜４１の膜厚Ｔｔ２より薄くてもよい。例えば、
Ｔｔ２×１／３≦Ｔｓ２≦Ｔｔ２×１／２を満たすことが望ましい。ここで、下限値は、
主にコンタクト２６の形成時のエッチング選択比と絶縁耐圧とに基づいて規定される。上
限値は、コンタクト２６の形成時のエッチングの際、コンタクトホールの最低限の幅（特
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にコンタクトホールホールのサイドの幅）が確保できるように規定される。
【００７２】
　図１８乃至図２２は、本発明の第２の実施形態に係る磁気ランダムアクセスメモリの基
本例の製造工程の断面図を示す。以下に、第２の実施形態に係る磁気ランダムアクセスメ
モリの基本例の製造方法について説明する。
【００７３】
　まず、上述した図３乃至図５の工程を経て、コンタクト１８が、サイド絶縁膜１６及び
ゲート電極１３と自己整合的に形成される。
【００７４】
　次に、図１８に示すように、コンタクト１８に接続する配線１９が形成され、この配線
１９が層間絶縁膜２０で埋め込まれる。そして、配線１９が露出するまで層間絶縁膜２０
が平坦化される。次に、配線１９及び層間絶縁膜２０上に例えばＳｉＯ２膜からなる層間
絶縁膜２１が形成され、この層間絶縁膜２１上に例えばＡｌＣｕからなる配線２２が形成
される。この配線２２上には、例えばＳｉＮ膜からなるトップ絶縁膜４１が形成される。
その後、配線２２及びトップ絶縁膜４１が所望形状にパターニングされる。これにより、
ビット線ＢＬが形成される。
【００７５】
　次に、図１９に示すように、トップ絶縁膜４１及び層間絶縁膜２１上にサイド絶縁膜４
２が形成される。このサイド絶縁膜４２は、例えばＳｉＮ膜からなる。
【００７６】
　次に、図２０に示すように、例えばＲＩＥによりサイド絶縁膜４２が選択的に除去され
、ビット線ＢＬ及びトップ絶縁膜４１の側面にサイド絶縁膜４２が残される。
【００７７】
　次に、図２１に示すように、トップ絶縁膜４１、サイド絶縁膜４２及び層間絶縁膜２１
上に層間絶縁膜２５が形成され、この層間絶縁膜２５によりトップ絶縁膜４１が覆われる
。この層間絶縁膜２５は、例えばＳｉＯ２膜からなる。次に、例えばＣＭＰにより層間絶
縁膜２５を平坦化し、トップ絶縁膜４１を露出させる。この際、トップ絶縁膜４１上に層
間絶縁膜２５が部分的に残る場合もある。次に、例えばＲＩＥにより層間絶縁膜２１、２
５内にコンタクトホールが形成され、サイド絶縁膜４２の一部が露出される。そして、こ
のコンタクトホール内を例えばＷで埋め込むことによりコンタクト２６が形成される。こ
のコンタクト２６は配線１９に接続される。
【００７８】
　ここで、トップ絶縁膜４１及びサイド絶縁膜４２（例えばＳｉＮ膜）と層間絶縁膜２１
、２５（例えばＳｉＯ２膜）とを異なる材料で形成することで、両者のエッチング選択比
は高い。そして、コンタクトホールを、サイド絶縁膜４２の側面を露出するように開孔し
、書き込みワード線ＷＷＬに隣接して形成する。これにより、コンタクト２６を、サイド
絶縁膜４２及び書き込みワード線ＷＷＬと自己整合的に形成できる。
【００７９】
　次に、図２２に示すように、コンタクト２６及び層間絶縁膜２５上に配線２７が形成さ
れ、この配線２７上にＭＴＪ素子膜２３が形成される。このＭＴＪ素子膜２３上にハード
マスクＨＭが形成され、このハードマスクＨＭがパターニングされる。そして、配線２７
及びＭＴＪ素子膜２３が所望形状にパターニングされる。これにより、同じ平面形状を有
する配線２７及びＭＴＪ素子ＭＴＪが形成される。
【００８０】
　最後に、図１６に示すように、ＭＴＪ素子ＭＴＪが層間絶縁膜２８で埋め込まれ、ハー
ドマスクＨＭが露出するまで層間絶縁膜２８が平坦化される。次に、層間絶縁膜２８及び
ＭＴＪ素子ＭＴＪ上に所望形状の配線２９が形成される。この配線２９は、ビット線ＢＬ
として機能する。
【００８１】
　［２－２］磁気ランダムアクセスメモリの変形例
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　（１）変形例１
　図２３は、本発明の第２の実施形態に係る磁気ランダムアクセスメモリの変形例１の断
面図を示す。以下に、第２の実施形態に係る磁気ランダムアクセスメモリの変形例１につ
いて説明する。
【００８２】
　図２３に示すように、変形例１では、書き込みワード線ＷＷＬをいわゆるダマシンプロ
セスで形成している。このため、図１６の構造ではサイド絶縁膜４２は書き込みワード線
ＷＷＬの側面にのみ形成されていたのに対し、図２３の構造では書き込みワード線ＷＷＬ
の側面に形成された絶縁膜５２は書き込みワード線ＷＷＬの底面にも形成されている。
【００８３】
　そして、図２３の構造では、配線の信頼性確保の観点から、書き込みワード線ＷＷＬと
絶縁膜５２間にバリアメタル膜５３を設けることが望ましい。但し、このバリアメタル膜
５３は必ずしも設ける必要はない。書き込みワード線ＷＷＬ、バリアメタル膜５３及び絶
縁膜５２上にはトップ絶縁膜５４が形成されている。トップ絶縁膜５４の上面及びコンタ
クト２６の上面は、配線２７の底面と直接接している。
【００８４】
　コンタクト２６は、絶縁膜５２及びビット線ＢＬと自己整合的に形成されている。この
ため、コンタクト２６の側面は、絶縁膜５２の側面と直接接している。
【００８５】
　トップ絶縁膜５４と絶縁膜５２は、これらの周囲の層間絶縁膜５１とエッチング選択比
の高い材料が望ましい。従って、層間絶縁膜５１が例えばＳｉＯ２膜で形成されている場
合、トップ絶縁膜５４と絶縁膜５２は例えばＳｉＮ膜、ＡｌｘＯｙ膜、ＳｉＮ／Ｔａ／Ｎ
ｉＦｅ／Ｔａの積層膜、ＦｅｘＯｙ膜のいずれかで形成するとよい。
【００８６】
　トップ絶縁膜５４は絶縁膜５２よりも厚いことが望ましい。これは、コンタクト２６の
形成時のエッチングにより書き込みワード線ＷＷＬの上端部等が削れることを、トップ絶
縁膜５４で十分に防止するためである。
【００８７】
　図２４及び図２８は、本発明の第２の実施形態に係る磁気ランダムアクセスメモリの変
形例１の製造工程の断面図を示す。以下に、第２の実施形態に係る磁気ランダムアクセス
メモリの変形例１の製造方法について説明する。ここでは、書き込みワード線ＷＷＬのダ
マシンプロセスについて説明するが、その他の製造工程は上述する第２の実施形態に係る
磁気ランダムアクセスメモリの基本例の製造工程と同様である。
【００８８】
　まず、図２４に示すように、例えばＳｉＯ２膜からなる層間絶縁膜５１が例えばＲＩＥ
により選択的に除去され、層間絶縁膜５１内に溝５０が形成される。この溝５０内及び層
間絶縁膜５１上に絶縁膜５２が形成され、この絶縁膜５２上にバリアメタル膜５３が形成
される。絶縁膜５２は例えばＳｉＮ膜からなり、バリアメタル膜５３はＴａＮ等のＴａ系
の材料からなる。そして、バリアメタル膜５３上に例えばＣｕからなる配線２２が形成さ
れる。その後、例えばＣＭＰにより配線２２、バリアメタル膜５３及び絶縁膜５２が平坦
化され、層間絶縁膜５１が露出される。
【００８９】
　次に、図２５に示すように、配線２２、バリアメタル膜５３及び絶縁膜５２の上部が除
去され、溝５０の上部に凹部５５が形成される。
【００９０】
　次に、図２６に示すように、凹部５５及び層間絶縁膜５１上にトップ絶縁膜５４が形成
される。このトップ絶縁膜５４は、例えばＳｉＮ膜からなる。
【００９１】
　次に、図２７に示すように、例えばＣＭＰにより層間絶縁膜５１上のトップ絶縁膜５４
が除去され、凹部５５内のみにトップ絶縁膜５４が残される。
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【００９２】
　次に、図２８に示すように、例えばＲＩＥにより層間絶縁膜５１内にコンタクトホール
が形成され、このコンタクトホール内を例えばＷで埋め込むことによりコンタクト２６が
形成される。このコンタクト２６は配線１９（図示せず）に接続される。
【００９３】
　ここで、トップ絶縁膜５４（例えばＳｉＮ膜）及び絶縁膜５２（例えばＳｉＮ膜）と層
間絶縁膜５１（例えばＳｉＯ２膜）とを異なる材料で形成することで、両者のエッチング
選択比は高い。そして、コンタクトホールを、絶縁膜５２の側面を露出するように開孔し
、書き込みワード線ＷＷＬに隣接して形成する。これにより、コンタクト２６を、絶縁膜
５２及び書き込みワード線ＷＷＬと自己整合的に形成できる。
【００９４】
　以上のような変形例１によれば、書き込みワード線ＷＷＬをダマシンプロセスで形成し
ている。このため、図１６と比べて、ＭＴＪ素子ＭＴＪと書き込みワード線ＷＷＬとを近
づけることができる。従って、書き込みワード線ＷＷＬの書き込み電流を低減することが
できる。
【００９５】
　（２）変形例２
　図２９は、本発明の第２の実施形態に係る磁気ランダムアクセスメモリの変形例２の断
面図を示す。以下に、第２の実施形態に係る磁気ランダムアクセスメモリの変形例２につ
いて説明する。
【００９６】
　図２９に示すように、ハードマスクＨＭとビット線ＢＬは、直接接していることに限定
されず、コンタクト６２を介して接続されていてもよい。このコンタクト６２は、層間絶
縁膜６１内にコンタクトホールを形成し、このコンタクトホール内に金属材を埋め込むこ
とにより形成できる。
【００９７】
　尚、コンタクト６２及びビット線ＢＬは別々に金属材を埋め込んで形成することに限定
されない。例えば、コンタクト６２のコンタクトホールとビット線ＢＬの溝を形成し、こ
れらコンタクトホール及び溝を金属材で同時に埋め込み、コンタクト６２及びビット線Ｂ
Ｌを形成することも可能である。
【００９８】
　以上のような変形例２によれば、図１６の構造と同様の効果が得られるだけでなく、コ
ンタクト６２を形成することで、次のような効果も得ることができる。変形例２では、Ｍ
ＴＪ素子ＭＴＪ（ハードマスクＨＭ）とビット線ＢＬとの接触面積を図１６の構造よりも
小さくできるため、応力の影響が緩和され、磁気的に設計し易くなる。また、ビット線Ｂ
Ｌの加工時にＭＴＪ素子ＭＴＪに与えるエッチングダメージを抑制できる。
【００９９】
　［２－３］ＭＴＪ素子
　第２の実施形態に係るＭＴＪ素子ＭＴＪも、上述する第１の実施形態に係るＭＴＪ素子
ＭＴＪと同様であるため、説明は省略する。
【０１００】
　［２－４］書き込み方法
　第２の実施形態に係る書き込み方法は、上述する第１の実施形態に係る書き込み方法と
同様、磁場書き込み及びスピン注入書き込みのうち少なくとも一方の方法が採用される。
【０１０１】
　ここで、第２の実施形態は、第１の実施形態と比べて、ビット線ＢＬ及び書き込みワー
ド線ＷＷＬの配置が異なる。
【０１０２】
　第１の実施形態の場合、図２（ａ）に示すように、ビット線ＢＬはＭＴＪ素子ＭＴＪの
磁化困難軸方向に延在され、書き込みワード線ＷＷＬはＭＴＪ素子ＭＴＪの磁化容易軸方
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向に延在される。従って、ＭＴＪ素子ＭＴＪの磁化困難軸方向に延在する書き込み配線は
ビット線ＢＬであるので、このビット線ＢＬに流す書き込み電流がＭＴＪ素子ＭＴＪの磁
化容易軸方向に磁場を与えるため、このビット線ＢＬの書き込み電流は両方向に流れるこ
とが望ましい。
【０１０３】
　一方、第２の実施形態の場合、図１７（ａ）に示すように、書き込みワード線ＷＷＬは
ＭＴＪ素子ＭＴＪの磁化困難軸方向に延在され、ビット線ＢＬはＭＴＪ素子ＭＴＪの磁化
容易軸方向に延在される。従って、ＭＴＪ素子ＭＴＪの磁化困難軸方向に延在する書き込
み配線は書き込みワード線ＷＷＬであるので、この書き込みワード線ＷＷＬに流す書き込
み電流がＭＴＪ素子ＭＴＪの磁化容易軸方向に磁場を与えるため、この書き込みワード線
ＷＷＬの書き込み電流は両方向に流れることが望ましい。
【０１０４】
　［２－５］読み出し方法
　第２の実施形態に係る読み出し方法は、上述する第１の実施形態に係る読み出し方法と
同様であるため、説明は省略する。
【０１０５】
　［２－６］効果
　上記第２の実施形態によれば、ＭＴＪ素子ＭＴＪの下方の領域に、ＭＴＪ素子ＭＴＪ及
びスイッチング素子をつなぐコンタクト２６と書き込みワード線ＷＷＬとを配置する。そ
して、コンタクト２６を書き込みワード線ＷＷＬに対して自己整合的に形成することで、
コンタクト２６が書き込みワード線ＷＷＬのサイド絶縁膜４２と直接接する構造を実現す
る。つまり、ＭＴＪ素子ＭＴＪとＭＯＳトランジスタＴｒとを接続するコンタクト２６を
書き込みワード線ＷＷＬと隣接して配置でき、セルサイズを縮小できる。具体的には、図
１７（ａ）に示すように、ＭＴＪ素子ＭＴＪの短辺（磁化困難軸方向の幅）をＦ、長辺（
磁化容易軸方向の幅）を２Ｆとすると、２Ｆ×３Ｆ＝６Ｆ２のセルが実現でき、第１の実
施形態よりもセルサイズの微細化を図ることができる。
【０１０６】
　［３］第３の実施形態
　第３の実施形態は、上記第１及び第２の実施形態において、サイド絶縁膜等を磁性絶縁
膜にする。例えば、図１及び図１０のサイド絶縁膜２４、図１６及び図２９のサイド絶縁
膜４２、図２３の絶縁膜５２の材料として、磁性絶縁材を用いる。
【０１０７】
　この磁性絶縁材としては、例えば、絶縁性のフェライトや、（Ｆｅ、Ｃｏ）－（Ｂ、Ｓ
ｉ、Ｈｆ、Ｚｒ、Ｓｍ、Ｔａ、Ａｌ）－（Ｆ、Ｏ、Ｎ）系等の金属－非金属ナノグラニュ
ラー膜があげられる。具体的に、絶縁性のフェライトは、例えば、Ｍｎ－Ｚｎ－フェライ
ト、Ｎｉ－Ｚｎ－フェライト、ＭｎＦｅＯ、ＣｕＦｅＯ、ＦｅＯ、ＮｉＦｅＯのうち少な
くとも１つ以上の材料からなる。
【０１０８】
　上記第３の実施形態によれば、第１及び第２の実施形態と同様の効果を得ることができ
る。
【０１０９】
　さらに、第３の実施形態では、ビット線ＢＬ又は書き込みワード線ＷＷＬの側面を磁性
絶縁膜で覆う。このため、この磁性絶縁膜がヨークとしての効果を発揮し、ビット線ＢＬ
又は書き込みワード線ＷＷＬの作る電流磁界を選択セルに効率的に印加することができる
。従って、書き込み電流が低減できるため、消費電力を低減することが可能となる。
【０１１０】
　また、ビット線ＢＬ又は書き込みワード線ＷＷＬの側面を磁性絶縁膜で覆うことにより
、隣接するＭＴＪ素子ＭＴＪへの漏れ磁界をより効率的に遮断することができる。従って
、誤書き込みを抑制することができる。
【０１１１】
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　尚、図３０及び図３１に示すように、ビット線ＢＬの底面に磁性絶縁膜７１を設けたり
、図３２及び図３３に示すように、書き込みワード線ＷＷＬの底面に磁性絶縁膜７１を設
けたりしてもよい。この場合、書き込み電流をさらに効率的に選択セルに印加することが
可能となり、書き込み電流の低減効果を高めることができる。
【０１１２】
　［４］第４の実施形態
　第４の実施形態は、スイッチング素子としてダイオードを用いた例である。
【０１１３】
　図３４及び図３５は、本発明の第４の実施形態に係わる磁気ランダムアクセスメモリの
断面図を示す。以下に、第４の実施形態に係る磁気ランダムアクセスメモリについて説明
する。
【０１１４】
　図３４及び図３５に示すように、上記各実施形態と異なる点は、スイッチング素子とし
てＭＯＳトランジスタの代わりにダイオードＤを用いている。このダイオードＤは、例え
ばＰＮ接合ダイオードであり、Ｐ型拡散層８１とＮ型拡散層８２からなる。
【０１１５】
　上記第４の実施形態によれば、上記各実施形態と同様の効果を得ることができる。さら
に、スイッチング素子としてダイオードＤを用いることで、ＭＯＳＦＥＴのサイズの影響
を受けないため、更なるセルの高密度化を実現できる。
【０１１６】
　［５］第５の実施形態
　第５の実施形態は、上記各実施形態におけるコンタクト２６及び配線２７の形成方法と
して、いわゆる「ヴィアホールプロセス」や「デュアルダマシンプロセス」を用いた例で
ある。
【０１１７】
　図３６（ａ）乃至（ｃ）は、本発明の第５の実施形態に係わるヴィアホールプロセスを
用いた磁気ランダムアクセスメモリの製造工程の概略的な断面図を示す。以下に、第５の
実施形態に係るヴィアホールプロセスについて簡単に説明する。
【０１１８】
　図３６（ａ）に示すように、層間絶縁膜２５内にホール２６’が開口される。次に、図
３６（ｂ）に示すように、スパッタ法により例えばＡｌＣｕ等のメタル材９０が形成され
、このメタル材９０でホール２６’が埋め込まれる。次に、図３６（ｃ）に示すように、
ＲＩＥにより層間絶縁膜２５上のメタル材９０が加工される。以上の結果、コンタクト２
６及び配線２７が形成される。
【０１１９】
　図３７（ａ）乃至（ｄ）は、本発明の第５の実施形態に係わるデュアルダマシンプロセ
スを用いた磁気ランダムアクセスメモリの製造工程の概略的な断面図を示す。以下に、第
５の実施形態に係るデュアルダマシンプロセスについて簡単に説明する。
【０１２０】
　図３７（ａ）に示すように、層間絶縁膜２５内に配線溝２７’が開口される。次に、図
３７（ｂ）に示すように、配線溝２７’の底面から層間絶縁膜２５を開口し、ホール２６
’が形成される。次に、図３７（ｃ）に示すように、スパッタ法により例えばＣｕ等のメ
タル材９０が形成され、このメタル材９０で配線溝２７’及びホール２６’が埋め込まれ
る。次に、図３７（ｄ）に示すように、層間絶縁膜２５が露出するまでメタル材９０がＣ
ＭＰで平坦化される。以上の結果、コンタクト２６及び配線２７が形成される。
【０１２１】
　尚、図３６（ａ）乃至（ｃ）、図３７（ａ）乃至（ｄ）は概略図であり、コンタクト２
６及び配線２７の形状は各実施形態に適用できるように種々に変更可能であり、コンタク
ト２６及び配線２７の周囲に各実施形態に存在する素子（例えば図１のビット線ＢＬ等）
を付加することも勿論可能である。
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【０１２２】
　その他、本発明は、上記各実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨
を逸脱しない範囲で、種々に変形することが可能である。さらに、上記実施形態には種々
の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組み合わせによ
り種々の発明が抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件から幾つかの構成
要件が削除されても、発明が解決しようとする課題の欄で述べた課題が解決でき、発明の
効果の欄で述べられている効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発
明として抽出され得る。
【図面の簡単な説明】
【０１２３】
【図１】本発明の第１の実施形態に係わる磁気ランダムアクセスメモリの基本例を示す断
面図。
【図２】図２（ａ）は、本発明の第１の実施形態に係るＭＴＪ素子の周辺を示す平面図、
図２（ｂ）は、本発明の第１の実施形態に係るゲート電極の周辺を示す平面図。
【図３】本発明の第１の実施形態に係わる磁気ランダムアクセスメモリの基本例の製造工
程を示す断面図。
【図４】図３に続く、本発明の第１の実施形態に係わる磁気ランダムアクセスメモリの基
本例の製造工程を示す断面図。
【図５】図４に続く、本発明の第１の実施形態に係わる磁気ランダムアクセスメモリの基
本例の製造工程を示す断面図。
【図６】図５に続く、本発明の第１の実施形態に係わる磁気ランダムアクセスメモリの基
本例の製造工程を示す断面図。
【図７】図６に続く、本発明の第１の実施形態に係わる磁気ランダムアクセスメモリの基
本例の製造工程を示す断面図。
【図８】図７に続く、本発明の第１の実施形態に係わる磁気ランダムアクセスメモリの基
本例の製造工程を示す断面図。
【図９】図８に続く、本発明の第１の実施形態に係わる磁気ランダムアクセスメモリの基
本例の製造工程を示す断面図。
【図１０】本発明の第１の実施形態に係わる磁気ランダムアクセスメモリの変形例を示す
断面図。
【図１１】図５に続く、本発明の第１の実施形態に係わる磁気ランダムアクセスメモリの
変形例の製造工程を示す断面図。
【図１２】図１１に続く、本発明の第１の実施形態に係わる磁気ランダムアクセスメモリ
の変形例の製造工程を示す断面図。
【図１３】本発明の第１の実施形態に係るＭＴＪ素子を示す断面図。
【図１４】図１４（ａ）は、本発明の第１の実施形態に係る平行磁化型のＭＴＪ素子の平
行配置の図、図１４（ｂ）は、本発明の第１の実施形態に係る平行磁化型のＭＴＪ素子の
反平行配置の図。
【図１５】図１５（ａ）は、本発明の第１の実施形態に係る垂直磁化型のＭＴＪ素子の平
行配置の図、図１５（ｂ）は、本発明の第１の実施形態に係る垂直磁化型のＭＴＪ素子の
反平行配置の図。
【図１６】本発明の第２の実施形態に係わる磁気ランダムアクセスメモリの基本例を示す
断面図。
【図１７】図１７（ａ）は、本発明の第２の実施形態に係るＭＴＪ素子の周辺を示す平面
図、図１７（ｂ）は、本発明の第２の実施形態に係るゲート電極の周辺を示す平面図。
【図１８】本発明の第２の実施形態に係わる磁気ランダムアクセスメモリの基本例の製造
工程を示す断面図。
【図１９】図１８に続く、本発明の第２の実施形態に係わる磁気ランダムアクセスメモリ
の基本例の製造工程を示す断面図。
【図２０】図１９に続く、本発明の第２の実施形態に係わる磁気ランダムアクセスメモリ
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【図２１】図２０に続く、本発明の第２の実施形態に係わる磁気ランダムアクセスメモリ
の基本例の製造工程を示す断面図。
【図２２】図２１に続く、本発明の第２の実施形態に係わる磁気ランダムアクセスメモリ
の基本例の製造工程を示す断面図。
【図２３】本発明の第２の実施形態に係わる磁気ランダムアクセスメモリの変形例１を示
す断面図。
【図２４】本発明の第２の実施形態に係わる磁気ランダムアクセスメモリの変形例１の製
造工程を示す断面図。
【図２５】図２４に続く、本発明の第２の実施形態に係わる磁気ランダムアクセスメモリ
の変形例１の製造工程を示す断面図。
【図２６】図２５に続く、本発明の第２の実施形態に係わる磁気ランダムアクセスメモリ
の変形例１の製造工程を示す断面図。
【図２７】図２６に続く、本発明の第２の実施形態に係わる磁気ランダムアクセスメモリ
の変形例１の製造工程を示す断面図。
【図２８】図２７に続く、本発明の第２の実施形態に係わる磁気ランダムアクセスメモリ
の変形例１の製造工程を示す断面図。
【図２９】本発明の第２の実施形態に係わる磁気ランダムアクセスメモリの変形例２を示
す断面図。
【図３０】本発明の第３の実施形態に係わる磁気ランダムアクセスメモリを示す断面図。
【図３１】本発明の第３の実施形態に係わる磁気ランダムアクセスメモリを示す断面図。
【図３２】本発明の第３の実施形態に係わる磁気ランダムアクセスメモリを示す断面図。
【図３３】本発明の第３の実施形態に係わる磁気ランダムアクセスメモリを示す断面図。
【図３４】本発明の第４の実施形態に係わる磁気ランダムアクセスメモリを示す断面図。
【図３５】本発明の第４の実施形態に係わる磁気ランダムアクセスメモリを示す断面図。
【図３６】本発明の第５の実施形態に係わるヴィアホールプロセスを用いた磁気ランダム
アクセスメモリの製造工程を示す概略的な断面図。
【図３７】本発明の第５の実施形態に係わるデュアルダマシンプロセスを用いた磁気ラン
ダムアクセスメモリの製造工程を示す概略的な断面図。
【符号の説明】
【０１２４】
　１１…半導体基板、１２…ゲート絶縁膜、１３…ゲート電極、１４，３１，４１，５４
…トップ絶縁膜、１５…ソース・ドレイン拡散層、１６，２４，４２…サイド絶縁膜、１
７，２０，２１，２５，２８，５１，６１…層間絶縁膜、１８，２６，３２，６２…コン
タクト、１９，２２，２７，２９…配線、２６’…ホール、２７’…配線溝、５０…溝、
５２…絶縁膜、５３…バリアメタル膜、５５…凹部、８１…Ｐ型拡散層、８２…Ｎ型拡散
層、ＳＴＩ…素子分離領域、ＭＴＪ…ＭＴＪ素子、ＨＭ…ハードマスク、ＢＬ…ビット線
、ＷＷＬ…書き込みワード線、読み出しワード線ＲＷＬ、Ｔｒ…ＭＯＳトランジスタ、Ｄ
…ダイオード。
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